
a ， 

元
代
大
都
の
救
建
寺
院
を
め
ぐ
っ

て

中

村

淳

は

じ

め

に

一
大
都
地
区
の
チ
ベ
ッ
ト
式
寺
院
群

二
大
護
閤
仁
王
寺
と
宣
政
院

三
一
柳
御
殿
と
太
廟

お

わ

に
り
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t主

じ

め

チ
ベ
ヅ
ト
傍
数
サ
キ
ャ
涯
の
高
信
パ
ク
パ
を
三
帝
国
宗
教
界
の
最
高
位
で
あ
る
園
師
〈
一

つ
づ
い
て
一
帝
師
(
七
O
年
〉
に
任
命
し
、
六
四
年
に
は
併
数
開
連
の
最
高
官
署
で
あ
る
組
制
院
(
八
八
年
に
宣
政
院
と
改
稿
)
を
設
け

て
こ
れ
を
パ
ク
パ
に
統
べ
さ
せ
た
。
以
後
歴
代
一
帝
一
師
に
は
サ
キ
ャ
涯
の
高
僧
が
任
命
さ
れ
、
そ
の
後
も
併
敬
、
殊
に
チ
ベ
ッ
ト
併
教
は
モ
ン
ゴ

ル
(
帝
室
の
盛
ん
な
傘
崇
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
元
朝
一
代
を
通
じ
て
、
大
規
模
な
寺
院
が
相
次
い
で
建
立
さ
れ
、
併
事
法
要
、
併
寺

元
朝
初
代
皇
帝一
ク
ピ
ラ
イ
は
聞
位
す
る
と
同
時
に
、

一一六

O
年)、

に
劃
す
る
税
役
の
優
克
措
置
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
に
よ
る
崇
併
の
貫
態
に
つ
い
て
は
、
い
か
に
元
朝
が
チ
ベ
ッ

ト
併
数
、
延
い
て
は
併
数
全
韓
に
劃
し
て
手
厚
い
保
護
を
興
え
た
か
、
ま
た
そ
れ
が
元
代
の
官
制
・
法
制
・
税
制
上
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い

る
か
と
い
っ
た
覗
貼
か
ら
、
主
に
併
数
史
の
立
場
に
お
い
て
盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
き
た
。

63 



64 

本
稿
で
主
た
る
刑
判
象
と
す
る
大
都
地
匿
の
敷
建
寺
院
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
元
代
傍
教
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
大
薮
氏
や
陳
氏
が
す
で
に

(
1〉

論
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
雨
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
ク
ピ
ラ
イ
期
以
降
、
首
都
大
都
お
よ
び
そ
の
郊
外
に
は
歴
代
皇
帝
の
命
令
で
い
く
つ
も
の

例
数
寺
院
が
建
立
さ
れ
、
そ
こ
に
土
地
を
中
心
と
す
る
莫
大
な
寺
産
が
寄
進
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
寺
院
に
は
神
御
殿
(
原
廟
、
御
容
殿
、

影
堂
と
も
〉
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
に
皇
帝
・
皇
后
を
は
じ
め
と
す
る
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
御
容
〈
宵
像
〉
も
し
く
は
そ
の
像
が
納
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
大
都
地
匿
に
建
立
さ
れ
紳
御
肢
が
造
営
さ
れ
た
敷
建
寺
院
を
神
御
殿
寺
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

は
、
神
御
殿
の
制
度
・
沿
草
を
記
し
た
『
元
史
』
巻
七
十
五
・
祭
把
志
四
・
紳
御
殿
の
篠
(
中
華
書
局
本
、
一
八
七
五
l
一
八
七
七
頁
〉
と
『
元

(
2〉

史
』
本
紀
の
関
連
記
事
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

{表
u

神
御
殴
一
由
貿
}

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
す
で
に
拙
稿
に
お
い
て
、
従
来
不
明
で
あ
っ
た
一
帝
師
の
大
都
に
お
け
る
居
所
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ク
ビ
ラ
イ
の
命
を
受

け
た
正
后
チ
て
フ
イ
に
よ
っ
て
、
初
代
一
帝
師
パ
ク
パ
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
大
護
園
仁
王
寺
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
同
寺
が

(

3

)

 

チ
ベ
ッ
ト
併
数
様
式
の
寺
院
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
こ
こ
で
改
め
て
表
を
見
る
と
、
件
の
大
護
園
仁
王
寺
は
神
御

股
寺
と
し
て
の
、
ま
た
別
の
側
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
従
来
の
研
究
で
は
、
同
寺
に
つ
い
て
す
ら
そ
こ
に
チ
ベ
ッ

ト
併
教
的
要
素
を
見
い
だ
し
た
も
の
は
な
い
。
買
は
、
元
代
併
教
の
最
大
の
特
徴
と
し
て
チ
ベ

γ

ト
傍
教
の
流
入
が
あ
げ
ら
れ
る
も
の
の
、
で
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は
貫
際
ど
の
よ
う
に
チ
ベ

γ

ト
併
教
が
取
り
込
ま
れ
、
あ
る
い
は
具
瞳
的
に
ど
の
よ
う
な
委
で
そ
れ
が
存
在
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
意
外
な

(

4

)

 

こ
と
に
い
ま
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
朕
況
に
あ
る
。
そ
こ
で
今
一
度
、
拙
稿
で
明
ら
か
に
し
た
事
貫
を
踏
ま
え
た
上
で
、

元
代
の
紳
御
股
寺
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
史
料
を
整
理
し
直
し
て
再
検
討
し
て
み
た
い
。

大
都
地
匡
の
チ
ベ
ッ
ト
式
寺
院
群

ま
ず
表
中
に
現
れ
る
神
御
殴
寺
の
所
在
を
確
認
し
て
お
く
。
大
護
園
仁
王
寺
は
大
都
都
城
の
西
、

都
域
内
に
は
大
聖
書
高
安
寺
(
卒
則
門
内
街
北
)
、
大
奥
敬
寺
(
順
承
門
裏
街
西
阜
財
房
〉
、
大
承
華
普
慶
寺
(
太
平
坊
)
、
大
天
蕎
寓
寧
寺
(
金
蔓
房
)
、

高
良
(
梁
)
河
河
畔
に
位
置
し
、

ま
た
大
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[表:紳御殿一覧l

|建 立 者|工 期 | 神御殿被犯者 |御容安置者

iiI罷〕

ア .ム ノレ

チャ プイ 1270-74年
ノモガン イス γ テムル

タ ピライ・后后 (不明〉

大聖(白書等塔寓寺安〕寺 ク ビラ イ 1279-88年
チンキム ・

アユノレパノレワダ シデイバラ

ノ、 タ ノ、. アユルバノレワダ

大興数寺 ク 1283年
チ ン ギ ス シディパラ

アユノレバルワダ ・后 シディパラ

チンギス*
オゴデイ イスンテムノレ

大承望書普慶寺 ア ム ノレ 1300-08年 ト ノレ イ

タ ギ (不明〉

ダノレマ バラ・后 (不明〉

テムノレの后 ア ム ノレ

大天蕎高寧寺 ア ム ノレ 1305年
ア ム ノレ イスンテムル

大(南崇鎮恩宿園元寺寺〉
カイシャン アユノレバルワダ

カイシャン 1308-1Z-竿
カイシャンの二后 〈不明〉

アユノレパノレワダ

大青永塔福寺 寺
(M~~) 

アユノレノ〈ノレワダ ?-1321年カマラ イスンテムル

シデイバラ ・后 (不明〉

大夫(黒源塔延寺聖)寺
(イスンテムノレが

ーマ フ イスンテムノレ

改名) (階代〕
、ン ラ ・后 トゴンテムル

?大承(西天湖護寺聖〉寺 I )-(l ニノユ A J・vl 1329年 |トクテムル后 トゴンテム ノレ

ホチンギス ・オコデイ・トノレイの御容はクピライの命によって造られ，蛍初，翰林院に組

られた。その後1323年にイスンテムノレによって大承華普慶寺に遷された。 トクテムルは

大承肇普慶寺からふたたび翰林院に杷る(Ii元史』紳御殿の係、本紀各僚による〉。
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大
永
一隅
寺
(
域
内
〉
、

そ
し
て
大
承
天
護
聖
寺
は
大
都
都
城
の
西
北
、

(

5

)

 

玉
泉
山
に
位
置
し
、
大
崇
恩
一
隅
元

66 

大
天
源
延
聖
寺
(
太
卒
坊
)
が
あ
り
、

〈

6
)

寺
は
奮
中
都
の
南
に
建
立
さ
れ
た
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
ク
ビ
ラ
イ
期
に
建
立
さ
れ
た
大
護
園
仁
王
寺
、
大
聖
霧
高
安
寺
、
大
輿
教
寺
の
三
寺
院
は
、
初
代
一帝
師
パ
ク
パ
の
弟

〈

7
)

に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
で
も
大
聖
書
高
安
寺
が
、

子
で
元
代
障

一
の
工
塞
家
と
し
て
知
ら
れ
る
ア

ニ
ガ
(
阿
尼
寄
、
阿
仰
寄
)

チ
ベ
ッ
ト
式
の
白
塔
に
ち
な
み
元
代
か
ら
現
在
に
い
た
っ
て
も
白
塔
寺
と
帯
さ
れ
る
よ
う
に
、
チ
ベ
ッ
ト
式
併
数
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で

〔補
註
〕

に
よ
く
知
ら
れ
た
事
賓
で
あ
る
。
大
護
園
仁
王
寺
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
〈
中
村
一
九
九
三
)
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

一
二
七

O
年
に

一
帝
師
に
任
命
さ
れ
た
チ
ベ
ヅ
ト
併
借
パ
ク
パ
の
た
め
に
建
立
さ
れ
、
そ
の
後
も
歴
代
帝
師
の
大
都
に
お
け
る
居
所
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
チ
ベ

ッ
ト
語
の
別
稽
(
玄
0
8同

Z
E
J
白

L
O

与
2

3
花
園
大
寺
)
を
有
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
大
聖
霧
高
安
寺
と
同
じ
ア
ニ
ガ
の
手
に
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と
よ
り
、
や
は
り
チ
ベ
ッ
ト
式
の
併
数
寺
院
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
残
る
大
輿
数
寺
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は

(

8

)

 

皇
族
以
外
で
唯
一
人
、
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
に
よ
っ
て
初
代
一帝
師
パ
ク
パ
が
杷
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
睡
、
ま
ず
特
筆
に
値
し
よ
う
。
な
お
、
同
寺

(
9〉

に
は
の
ち
に
シ
デ
イ
バ
ラ
に
よ
っ
て
太
粗
す
な
わ
ち
チ
ン
ギ
ス

H
カ
ン
の
紳
御
殴
が
置
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、
大
奥
数
寺
の
神
御
般
に
つ
い
て
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今
ム匹、の

、
大
聖
書
高
安
寺
に
加
え
て
大
護
園
仁
王
寺
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
チ
ベ
ッ
ト
式
の
併
数
寺
院
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
大
方
の
賛
同
は
得
ら

『
元
史
』
神
御
肢
の
傑
に
は
載
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
関
連
史
料
も
と
ぼ
し
い。

そ
の
た
め
同
寺
に
つ
い
て
は
確
買
で
は
な
い
も
の

れ
よ
う
。

つ
ぎ
に
、
清
・
文
廷
式
が

『
永
祭
大
典
』

よ
り
『
経
世
大
典
』

工
典

・
霊
塑
之
工
の
記
事
を
抜
き
出
し
て
作
成
し
た
書
『
元
代
萱
塑
記
』

(
皐
術
叢
編
本
)

に
よ
る
と
、

新
し
く
神
御
殿
寺
を
建
て
る
際
に
は
、

既
存
ーの
神
御
殿
寺
に
そ
の
雛
型
を
求
め
て
、

一
帝
師
の
指
導
の
も
と
に
併

像
、
仰
童
、
幡
竿
な
ど
が
作
成
さ
れ
た
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
大
崇
恩
一
隅
元
寺
が
建
立
さ
れ
た
際
に
は
、
大
護
園
仁
王
寺
に
倣

っ
て
銅
製
の
幡
竿
を
鋳
造
し、

さ
ら
に
は
一
帝
師
が
中
心
に
な
っ

て
大
護
園
仁
王
寺
や
五
蓋
山
の
併
像
の
中
か
ら
佳
い
も
の
を
選
び
、
そ
れ
に
似

せ
て
併
像
を
造
っ
て
い
る
(
同
書
、
七
禁
裏
|
八
葉
表
)
。
ま
た
、
大
天
源
延
聖
寺
の
場
合
は
、
一
帝
師
の
指
示
を
受
け
つ
つ
傍
董
の
作
成
が
行
な
わ



れ
、
正
殿
内
の
光
焔
傍
座
・
幡
竿
は
、
大
承
華
普
慶
寺
の
そ
れ
に
依
っ
て
製
造
さ
れ
て
い
る
(
同
書
、
十
三
葉
表
〉
。

寺
は
大
崇
恩
一
晴
元
寺
の
例
に
よ
っ
て
、
や
は
り
銅
製
の
幡
竿
を
鋳
造
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
同
書
、
二
十
薬
表
)
。
す
な
わ
ち
、
大
崇
恩
一
晴
元
寺
・

大
承
華
普
慶
寺
の
幡
竿
は
、
大
護
園
仁
王
寺
の
幡
竿
が
原
型
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
大
聖
蕎
高
安
寺
は
白
塔
寺
、
大
永
一
隅
寺
は
育
塔
寺
、
大
天
源
延
聖
寺
は
黒
塔
寺
と
、
そ
れ
ぞ
れ
寺
院
に
備
え
建
て
ら
れ
た
塔
の
色
に

(

叩

〉

ち
な
む
俗
稿
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
御
股
寺
は
多
く
併
塔
を
備
え
て
い
る
。
チ
ベ

γ

ト
式
の
白
塔
に
象
徴
さ
れ
た
大
聖
書
高
安
寺
が
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
他
の
神
御
殿
寺
も
お
そ
ら
く
そ
の
す
べ
て
が
、
チ
ベ

ッ
ト
式
の
併
塔
を
備
え
た
チ
ベ
ッ
ト
併
数
様
式
の
寺
院
で
あ
っ
た
可

能
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。
な
か
で
も
、
パ
ク
パ
以
後
歴
代
一
帝
師
の
居
所
と
も
な
っ
た
大
護
園
仁
王
寺
は
、
最
も
早
期
に
建
立
さ
れ
た
紳
御
殿
寺

そ
し
て
そ
の
大
承
牽
普
慶

と
し
て
、
以
後
次
々
に
建
立
さ
れ
て
い
く
敷
建
寺
院
の
雛
型
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

紳
御
殿
に
納
め
ら
れ
た
御
容
に
つ
い
て
は
、
ク
ビ
ラ
イ
・
チ
て
フ
イ
、

(

日

)

あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
加
え
て
『
元
代
霊
塑
記
』
御
容
の
燦
(
一
葉
表
|
四
葉
裏
)
に
よ
れ
ば
、
神
御
殿
に
納
め
ら
れ
た
御
容
は
、
西
番

粉

・
西
番
礁
・
西
番
顔
料

・
西
番
砂
な
ど
を
用
い
て
描
か
れ
た
と
あ
り
、
御
容
の
作
成
に
は
こ
れ
ら
西
番
す
な
わ
ち
チ
ベ
ッ
ト
原
産
の
材
料
が

チ
ン
キ
ム
と
そ
の
后
の
御
容
は
、

そ
の
作
者
が
や
は
り
ア
ニ
ガ
で
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必
要
と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
は
、
同
じ
く
『
元
代
董
塑
記
』
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
神
御
殿
寺
に
は
数
多
く
の
傍
像
が
安
置
さ
れ
た
が
、
な
か
で
も
大
聖
書
骨
高
安
寺

マ
ハ
ー
ヵ
1

ヲ
(
臼
〉

と
大
天
源
延
聖
寺
に
納
め
ら
れ
た
と
明
記
さ
れ
る

「馬
喰
寄
刺
併
」
は
注
目
に
値
す
る
。

と
い
う
の
も
、

こ
の
マ
ハ

l
カ

l
ラ
富
島
削

'E
Z

〈
臼
〉

と
は
、
特
に
チ
ベ
ッ
ト
傍
数
に
お
い
て
古
今
を
通
じ
て
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
窓
怒
相
、
多
頭
多
管
の
護
法
一
押
な
の
で
あ
る
。
南
宋
末

幽
州
の
鎮
園

か
ら
元
初
に
生
き
た
鄭
思
宵
の
『
心
史
』

(
『
銭
函
心
史
』
と
も
)
下
巻
・
大
義
略
紋
(
世
界
書
局
本
、
七
十
四
葉
表
裏
)
に
よ
れ
ば
、

寺
す
な
わ
ち
大
都
の
大
護
園
仁
王
寺
に
は

チ
ベ
ッ
ト
傍
僧
に
よ
っ
て
杷
ら
れ
た

「摩
喉
羅
併
」
、

つ
ま
り
同
じ
く
マ
ハ

l
カ

l
ラ
併
が
あ
っ

た
と
い
う
。

ぢ1

ま
た
神
御
肢
で
行
な
わ
れ
た
祭
記
に
つ

い
て
み
る
と

常
祭
〈
毎
月
一
目
、
久
目
、
十
五
日
、
二
十
三
日
)
の
ほ
か
節
目
お
よ
び
命
日
と
頻
繁
に
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)
 

行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、

『
析
津
志
輯
侠
』
歳
紀
の
燦
(
一
二
七
頁
〉
に
は
、
四
月
八
日
の
穣
迦
の
降
誕
を
祝
し
て
行
な
う
浴
併
舎
が
、

「
一
帝
師
剰
航
堂
下
監
び
白
塔

・
車円塔

・
黒
塔
の
雨
城
の
信
寺
」
で
行
な
わ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

自
塔
寺
は
大
聖
書
官
同
安
寺
、
主
円
塔
寺
は

大
永
一
隅
寺
、
黒
塔
寺
は
大
天
源
延
聖
寺
の
別
稽
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
残
る
一
帝
師
刺
腕
堂
下
と
は
、
歴
代
一
帝
師
の
居
所
で
も
あ

っ
た
大
護

(

日

)

園
仁
王
寺
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
同
じ
歳
紀
の
僚
に
は
、
こ
の
浴
傍
曾
は
「
圏
に
清
規
有
る
も
、

一に
西
番
の
教
則
に
遵
う
」

と
あ
り
、
ま
た
十
二
月
八
日
の
緯
迦
が
悟
り
を
聞
い
た
日
に
行
な
う
成
道
舎
に
は
、

粥
を
煮
て
こ
れ
を
一
帝
師
、
が
進
め
た
と
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
大
都
に
お
け
る
重
要
な
僻
事
は
、

お
そ
ら
く
は
帯
師
が
中
心
と
な
っ
て
、

チ
ベ
ッ
ト
式
に
て
こ
れ
ら
の
紳
御
殿
寺
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ

る

大
護
園
仁
王
寺
と
宣
政
院

敷
建
の
神
御
殿
寺
に
は
、
建
立
者
で
あ
る
皇
帝
一
と
そ
の
后
を
中
心
と
し
て
、
慶
大
な
土
地
等
が
寄
進
さ
れ
た
。
そ
し
て
寺
院
組
織
と
荘
園
を

(
国
)

管
理
す
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
に
糟
管
府
が
置
か
れ
、
そ
れ
ら
を
太
稽
宗
躍
院
が
統
べ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
同
院
の
設
置
は
、
ト

ク
テ
ム
ル
の
一
三
二
九
年
で
あ
り
、
神
御
殿
寺
の
祭
杷
及
び
銭
糧
の
出
納
を
太
躍
宗
躍
院
が
一
元
的
に
統
括
し
た
の
は
、
そ
れ
以
後
で
あ
る
こ

(

刀

〉

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
薮
氏
は
、
そ
れ
以
前
に
は
、
個
々

の
組
問
自
府
は
傍
数
携
嘗
の
最
高
街
門
で
あ
っ
た
宣
政
院
の
指
示
に
し

(

問

)

た
が
っ
て
運
営
さ
れ
て

い
た
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
管
見
の
限
り
、
史
料
上
そ
の
よ
う
な
事
貧
は
確
認
で
き
な
い
。
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
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宣
政
院
と
の
閥
係
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
大
護
園
仁
王
寺
の
猪
首
官
署
だ
け
な
の
で
あ
る
。

ト
ク
テ
ム
ル
時
代
に
、
大
護
国
仁
王
寺
携
嘗
官
署
と
し
て
太
一
幅
宗
置
院
の
下
に
組
み
込
ま
れ
た
舎
一
帽
紹
管
府
の
前
身
は
、

『
元
史
』
太
稽
宗

橿
院
の
傑
(
二
二

O
八
頁
〉
に
よ
る
と
、

他
の
史
料
に
お

い
て
も
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
は
、
そ
の
五
年
後
の
一
二
七
九
年
に
置
か
れ
た
次
の
綿
管
府
か
ら
で
あ
る
。

『
元
史
』
巻
十
・
世
租
本
紀
七
・
至
元
十
六
年
〈
一
二
七
九
)
八
月
甲
辰
の
篠
〈
一
二
五
頁
〉
に
、

同
寺
が
完
成
し
た
一
二
七
四
年
に
設
置
さ
れ
た
財
用
規
運
所
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し

す
な
わ
ち



大
護
園
仁
王
寺
締
管
府
を
置
き
、
散
札
見
を
以
て
達
魯
花
赤
と
矯
し
、
李
光
租
を
綿
管
と
震
す
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
『
程
雲
棲
集
』
巻
二
十
九
・
白
鶴
歌
井
序
(
十
二
葉
裏
1

十
三
業
裏
〉
は
、

こ
の
李
光
組
の
功
績
を
讃
え
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
序
文
に
は
、

己
に
し
て
昭
審
順
聖
皇
后
(
チ
ャ
プ
イ
)
の
知
る
所
と
帰
り
、

小
の
宜
し
き
は
君
(
李
光
租
)
買
に
こ
れ
を
度
り
、

擢
き
て
大
護
圏
仁
王
寺
の
綿
管
と
鋳
す
。
寺
の
役
方
に
輿
る
や
高
深
・
大

梓
匠
・
工
役
の
勤
る
は
君
買
に
こ
れ
を
董
す
。

簿
書
の
期
舎
・
銭
穀
の
出
納
は
一
に

無
私
た
り
。

と
あ
る
。

つ
ま
り
、

工
事
の
監
督
に
あ
た
り
曾
計
管
理
を
も
措
嘗
し
た
李
光
租
は
、
大
護
園
仁
王
寺
の
建
立
者
チ
ャ
ブ
イ
に
直
接
抜
擢
、
任
用

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
こ
の
綿
管
府
は
、

(

四

)

一
三

O
八
年
に
曾
一
隅
院
と
改
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
曾
一
隅
院
設
立
の
事
情
と
、
そ
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
大
護
園
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仁
王
寺
の
寺
産
の
詳
細
と
を
博
え
て
く
れ
る
の
が
、

『
程
雲
棲
集
』
巻
九
〈
五
葉
表
|
七
禁
裏
)
に
牧
め
ら
れ
た
大
護
園
仁
王
寺
恒
産
之
碑
で
あ

(
却
)

る
。
本
碑
は
従
来
よ
り
、
元
代
併
寺
の
寺
領
荘
園
に
つ
い
て
詳
細
に
記
し
た
唯
一
の
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
以
下
の
ご
と
く

あ
る
。

初
め
至
元
七
年
(
一
二
七
O
〉
秋
、

て
跡
を
設
す
る
に
、
天
人
の
麿
・
紳
物
の
感
は
雲
葉
霧
集
し
て
昭
嫡
赫
突
た
り
。
三
年
に
し
て
成
る

O
i
-
-
-
(中
略
〉
:
:
:
中
宮
(
チ
ャ
プ

昭
容
順
聖
皇
后
(
チ
ャ
プ
イ
〉
は
都
城
の
西
宮
向
良
河
の
演
に
大
い
に
傍
寺
を
建
て
覗
輩
す
。

基
を
肇
め

イ
)
は
乃
ち
粧
査
を
斥
ち
、
産
業
を
営
み
て
以
て
こ
れ
を
豊
殖
す
。
巴
に
し
て
地
を
殺
し
利
を
献
ず
る
は
方
に
随
い
て
至
る
も
、
物
は
衆

く
事
は
繁
し
。
組
管
府
を
建
て
て
内
を
統
べ
、
提
拳
司
・
提
領
所
を
置
き
て
外
を
分
治
せ
し
む
。
歳
滋
り
月
積
も
り
て
府
の
政
は
日
々
以

て
慨
り
、

回
は
故
額
を
失
い
租
賦
は
登
ら
ず
、
寺
の
頼
み
は
日
々
以
て
削
る
。
至
大
元
年
〈
二
二
O
八
)
、
皇
太
后
(
ダ
ギ
)
は
明
聖
(
カ
イ

69 

シ
ャ
ン
)
を
翼
扶
し
、

(

氾

)

院
使
安
普
・
忽
馬
見
不
花
を
以
て
舎
一
幅
院
使
と
震
し
、
名
貫
を
綜
一
夜
せ
ん
と
し
て
官
を
遣
わ
し
分
道
し
、
部
の
使
者
を
約
め
郡
勝
の
吏
を

慨
然
と
し
て
租
宗
の
徳
念
、

昭
容
順
聖
の
経
始
の
仁
を
思
述
し
、
組
問
呂
府
を
罷
め
舎
一
踊
院
を
建
て
卒
-
章
政
事
宣
政
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集
め
、
彊
場
・
樹
識
・
封
睦
を
申
重
せ
し
む
。
歴
る
こ
と
四
載
に
し
て
始
め
て
奮
貫
に
の
り
、
常
歳
の
入
に
覗
ぶ
る
に
相
い
倍
荏
た
り
。

大
謹
園
仁
王
寺
建
立
に
際
し
て
、
チ
て
フ
イ
は
自
ら
の
財
産
の

一
部
を
寄
進
し
、
内
外
に
穂
管
府
、
提
奪
司
・
提
領
所
を
置
い
て
そ
の
管
理
に

あ
た
ら
せ
た
。
そ
の
後
、
総
管
府
が
職
務
を
怠
り
、
同
寺
は
財
政
上
窮
地
に
立
た
さ
れ
る
。
そ
こ
で
一
三

O
八
年
、
時
の
皇
太
后
ダ
ギ
が
チ
ャ

プ
イ
の
志
し
に
思
い
を
馳
せ
、
線
管
府
を
鹿
止
し
、

か
わ
り
に
舎
一
帽
院
を
創
設
し
て
寺
領
の
四
至
を
再
調
査
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、

四
年
後
の

一
一
ニ
一
一
一
年
に
は
、
同
寺
に
入
る
牧
盆
は
も
と
の
数
倍
に
及
ぶ
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
。
舎
一
隅
院
の
設
置
に
あ
た
っ
て
宣
政
院
の
長
官
が
そ
の

任
を
委
ね
ら
れ
た
の
は
、
宣
政
院
が
そ
の
前
身
組
制
院
の
時
よ
り
パ
ク
パ
に
始
ま
る
歴
代
一
帝
師
に
よ
っ
て
統
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
大
護
園
仁

王
寺
が
パ
ク
パ
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
り
、

ト

ι
久
ノ
。

ま
た
歴
代
一
帝
一
師
の
居
所
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
我
々
に
と
っ
て
は
、
ご
く
自
然
な
登
用
と
理
解
さ
れ

さ
て
、
こ
の
皇
太
后
ダ
ギ
と
は
、

一
三

O
五
年
、

チ
ン
キ
ム
の
第
三
子
に
あ
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チ
ン
キ
ム
の
次
子
ダ
ル
マ
パ
ラ
の
后
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

た
る
皇
帝
一
テ
ム
ル
が
病
床
に
就
い
た
後
、
権
勢
を
握
っ
た
皇
后
ブ
ル
カ
ン
に
疎
ま
れ
、
翌
六
年
に
賀
子
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
と
と
も
に
懐
州
に
流

一
三

O
七
年
に
テ

ム
ル
が
死
去
す
る
と
、
ク
ビ
ラ
イ
の
第
三
子
マ

ン
ガ
ラ
の
子
ア
ナ
ン
ダ
を
擁
す
る
ブ
ル
カ
ン
と
皇
位
を
め
ぐ
っ

さ
れ
た
が
、

て
争
い
、
勝
利
を
お
さ
め
た
。
そ
の
結
果
、
ダ
ギ
の
長
子
カ
イ
シ
ャ
ン
が
即
位
し
、
衣
子
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
は
皇
太
弟
、
ダ
ギ
自
身
は
皇
太
后

(

幻

〉

と
な
り
、
以
後
、
政
治
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
擢
勢
を
ふ
る
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ダ
ギ
と
チ
て
フ
イ
と
い
う
二
人
の
女
性
を
結
ぶ
接
黙
は
、
雨
者
が
、

(お〉

コ
ン
ギ
ラ
ト
氏
の
出
自
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

チ
ン
ギ
ス
以
来
の
功
臣
で
后
妃
を
多
く
輩
出
し
た
こ
と
で
有
名
な

一
方
、
ダ
ギ
と
封
立
し
た
ブ
ル
カ
ン
は
、
植
松
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
歴
代
皇
后
の
な

そ
の
蓋
頭
の
背
景
に
は
テ
ム
ル
の
病
気
以
外
に
、
彼
の
も
う
一
人
の
后
シ
リ
ダ
ラ
(
コ
ン
ギ
ラ
ト
氏
)

(

鈍

)

と
、
チ
ン
キ
ム
の
后
で
ダ
ル
マ
パ
ラ
と
テ
ム
ル
の
母
で
あ
っ
た
コ
コ
ジ
ン
(
コ
ン
ギ
ラ
ト
氏
)
の
相
次
ぐ
死
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

か
で
唯

一
人
パ
ヤ
ウ
ト
氏
出
身
で
あ
り
、

ち
、
大
護
園
仁
王
寺
恒
産
之
碑
に
記
さ
れ
た
同
寺
の
財
政
的
危
機
の
背
景
に
は
、
コ
ン
ギ
ラ
ト
氏
の
断
絶
と
バ
ヤ
ウ
ト
氏
の
ブ
ル
カ
ン
の
撞
頭

を
そ
の
一
因
と
し
て
指
-
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
カ
イ
シ
ャ
ン
即
位
の
年
で
あ
る
一
三

O
八
年
の
ダ
ギ
の
改
革
は
、

コ
ン
ギ
ラ
ト
氏
の



復
権
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
大
護
園
仁
王
寺
は
そ
の
建
立
以
来
、

チ
ャ
プ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
コ
ン
ギ
ラ
ト
氏

出
身
の
皇
后
・
皇
太
后
た
ち
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

太
稽
宗
耀
院
の
傑
に
は
ほ
と
ん
ど
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

『
元
史
』
本
紀
に
よ
れ
ば
、

イ
ス
ン
テ
ム
ル
時
代
に
も
盛
ん
に
神
御
殿
寺
関
連

の
官
街
の
改
革
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
例
え
ば
、

の
篠
(
六
五
0
1六
五
一
一
貝
)
に
は
、

『
元
史
』
巻
二
十
九
・
泰
定
一
帝
本
紀
一
・
泰
定
元
年
(
一
三
二
四
〉
十
月
戊
午

書
一
幅
縮
管
府
を
立
つ
。
秩
正
三
品
。
累
朝
の
神
御
肢
の
祭
把
及
び
銭
穀
の
事
を
血
ハ
ず
。
大
天
源
延
聖
寺
組
管
府
を
降
し
て
提
貼
所
と
魚
し

以
て
こ
れ
に
隷
せ
し
む
。

と
あ
る
。

「
累
朝
の
神
御
殿
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
大
天
源
延
聖
寺
以
外
の
綿
管
府
も
、
喜
一
踊
綿
管
府
の
下
に
統
合
さ
れ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
次
に
や
は
り
太
稽
宗
程
院
の
僚
に
は
記
さ
れ
な
い
ト
ク
テ
ム
ル
以
降
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、

三
・
至
元
六
年
(
二
ニ
四
O
〉
十
二
月
戊
子
の
篠
(
八
五
九
頁
)
に
は
、

天
暦
以
後
に
増
設
せ
る
太
稽
宗
程
等
の
院
及
び
室
章
閣
を
罷
む
。

ト
ゴ
ン
テ
ム

ル
は
天
暦
年
開
(
二
二
二
八
|
二
九
〉
以
後、

『
元
史
』
巻
四
十
・
順
一帝
本
紀
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つ
ま
り
ト
ク
テ
ム
ル
時
代
に
増
設
さ
れ
た
官
署
の
麿
止
を
行
な
い
、
そ
の

(

お

〉

筆
頭
に
太
躍
宗
寵
院
を
翠
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
緩
い
て
一
三
四
六
年
に
は
舎
一
幅
線
管
府
が
復
活
さ
れ
、

五
・
至
正
十
年
(
二
二
五
O
〉
七
月
美
亥
の
篠
(
八
八
八
l
八
八
九
頁
〉
に
、

と
あ
り
、

『
元
史
』
巻
四
十
二
・
順
一
帝
本
紀

大
護
圏
仁
王
寺
昭
麿
宮
財
用
規
運
総
管
府
を
以
て
何
お
宣
政
院
に
廃
せ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
従
来
ど
お
り
宣
政
院
鯨
属
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
護
園
仁
王
寺
の
綿
管
府
は
、
少
な
く
と
も
太
稽
宗
檀
院
が
置
か
れ
た

ト
ク
テ
ム
ル
の
時
代
を
除
い
て
、
宣
政
院
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
貼
で
他
寺
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
大
薮
氏
は
他
の
組
管
府
に
つ

い
て
も
こ
の
関
係
を
普
遍
化
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
あ
た
ら
な
い
。
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と
こ
ろ
で
大
薮
氏
は
ま
た
、

ト
ク
テ
ム
ル
が
即
位
直
後
の
一
一
一
一
一
一
九
年
、
紳
御
殿
寺
の
綿
管
府
を
一
括
す
る
太
一
一
帽
宗
耀
院
を
置
い
た
理
由
と
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し
て

「
元
朝
は
、
こ
れ
ら
の
園
立
寺
院
(
そ
の
資
産
を
も
含
め
て
〉
を
運
営
管
理
す
る
た
め
、
ど
う
し
て
も
特
別
の
官
署
を
作
ら
ざ
る
を
得

工
追
っ

.二

サ
J

，

刀

ふ

/

」

(
大
薮
一
九
七
て

一二
八
頁
)
か
ら
だ
と
す
る
。

で
は
な
ぜ
ト
ク
テ
ム
ル
時
代
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

盛
ん
に
改

革
を
行
な
っ
た
イ
ス
ン
テ
ム
ル
時
代
を
.
と
う
と
ら
え
る
の
か
。
イ
ス
ン
テ
ム
ル
と
ト
グ
テ
ム
ル
、
雨
者
に
共
通
す
る
の
は
、
ど
ち
ら
も
血
で
血

を
洗
う
抗
争
の
結
果
、
即
位
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
雨
一
帝
は
、
軍
費
の
捻
出
と
即
位
後
の
財
政

・
政
権
の
建
直
し
と
維
持
、
さ

ら
に
は
そ
の
補
強
の
た
め
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
歴
朝
の
御
容
を
記
り
ま
た
膨
大
な
寺
産
を
有
し
た
神
御
願
寺
に
着
目
し
た
の
か
も
し
れ
な

ぃ
。
な
お
、

『
元
史
』
太
稽
宗
檀
院
の
僚
は
、

そ
こ
に
は
聞
位
時
、

ト
ク
テ
ム
ル
が
再
編
成
し
た
時
貼
の
神
御
殿
寺
の
管
理
機
構
と
そ
れ
ま
で
の
沿
革
を
記
し
た
も

い
わ
ゆ
る
「
天
暦
の
内
凱
」
で
敵
劃
し
た
ア
リ
ギ
バ
の
父
イ
ス
ン
テ
ム
ル
の
改
革
は
、
ほ
ぼ
無

の
で
あ
る
と
い
え
る
が
、

観
さ
れ
て
い
る
。

神
御
殿
と
太
廟
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紳
御
殿
と
太
廟
は
、
同
じ
く
死
浸
し
た
皇
族
を
把
っ
た
と
い
う
貼
で
共
通
の
性
格
を
有
す
る
。
次
に
南
者
の
被
記
者
に
つ
い
て
比
較
掛
照
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
。

神
御
殿
の
場
合
、
大
護
園
仁
王
寺
の
チ
て
フ
イ
、
大
聖
書
官
同
安
寺
の
ク
ビ
ラ
イ
と
そ
の
后
、
大
天
蕎
寓
寧
寺
の
テ
ム
ル
と
そ
の
后
、
大
崇
恩

ま
ず
一
紳
御
股
寺
に
は
建
立
者
自
身
の
御
容

(

お

)

が
、
そ
し
て
建
立
者
が
皇
帝
の
場
合
に
は
そ
の
后
の
御
容
が
と
も
に
納
め
ら
れ
た
と
い
う
傾
向
が
看
取
で
き
る
。

こ
れ
と
は
別
に
、
ク
ビ
ラ
イ
以
前
の
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
と
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル
一
帝
園
初
代
皇
帝
チ
ン
ギ
ス
と
第
二
代
オ
ゴ
デ
イ
の
御
容
が
、
チ
ン

(

幻

〉

ギ
ス
の
一
嫡
流
第
四
子
で
グ
ピ
ラ
イ
の
父
で
あ
る
ト
ル
イ
の
御
容
と
セ
ッ
ト
で
問
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
第
三
代
グ
ユ
ク
と
第
四
代
モ
ン
ケ

(
m
A
)
 

の
名
が
み
え
な
い
こ
と
に
気
附
く
。
こ
の
こ
と
は
、

一
晴
元
寺
の
カ
イ
シ
ャ
ン
と
そ
の
后
、
大
承
天
護
聖
寺
の
ト
ク
テ
ム
ル
と
そ
の
后
と
い
っ
た
具
合
に
、

す
で
に
中
村
・
松
川
一
九
九
三
(
一
九
頁
)
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

イ
以
降
、
大
元
ウ
ル
ス
の
皇
帝
が
護
令
し
た
聖
旨

Y
ュ
ミ

に
は
、
定
式
と
し
て
列
奉
さ
れ
る
前
代
ま
で
の
皇
帝
名
の
中
に
、

第
五
代
皇
帝
ク
ビ
ラ

チ
ン
ギ
ス
と
オ
ゴ



デ
イ
は
必
ず
言
及
さ
れ
る
の
に
劃
し
て
、
や
は
り
グ
ユ
ク
と
モ
ン
ケ
の
名
が
奉
が
ら
な
い
こ
と
に
一
致
す
る
。

(

m
却
〉

グ
ユ
ク
も
モ
ン
ケ
も
杷
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
廟
競
と
と
も
に
お
く
ら
れ
た

と
こ
ろ
で
、

ク
ピ
ラ
イ
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
太
廟
に
は
、

そ
の
隼
誼
、

ク
ビ
ラ
イ
政
権
が
嘗
初
多
の
都
と
し
た
奮
金
朝
の
故
都
中
都
に
、

お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
后
の
隼
誼
に
用
い
ら
れ
た
字
を
注
意
し
て
み
て
み
る
と
、
興
味
深
い
事
賓
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

〈

釦

)

一
二
六
六
年
太
廟
が
完
成
す
る
と
、
チ
ン
ギ
ス
の
父
母
イ
エ
ス
ゲ
イ
と
ホ

エ
ル
ン
、

チ
ン
ギ
ス
か
ら
モ
ン
ケ
に
い
た
る
歴
代
皇
帝
と
そ
の
皇
后
、
そ
し
て
チ
ン
ギ
ス
の
第
四
子
ト
ル
イ
と
そ
の
后
ソ
ル
コ
ク
タ
ニ
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
廟
競
と
傘
誼
が
追
贈
さ
れ
た
う
え
で
、
ま
た
チ
ン
ギ
ス
の
長
子
ジ
ョ
チ
、
第
二
子
チ
ャ
ガ
タ
イ
と
そ
れ
ぞ
れ
の
后
は
貫
名
の
ま
ま
把

(
況
〉

ら
れ
た
。
な
か
で
も
チ
ン
ギ
ス
と
ソ
ル
コ
ク
タ
ニ
の
辱
誼
に
、
「
聖
」
の
一
字
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
(
以
下
、
次
頁
系
圃
参
照
)
。
つ
ぎ
に
、

ク
ピ
ラ
イ
と
そ
の
皇
后
チ
ャ
ブ
イ
の
廟
競
・
傘
誼
は
、
ク
ビ
ラ
イ
が
死
去
し
た

一
二
九
四
年
に
新
一
帝
一
テ

ム
ル
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
世
租

・
聖

(
担
)

徳
神
功
文
武
皇
帝
、
昭
容
順
聖
皇
后
と
定
め
ら
れ
た
が
、
や
は
り
雨
者
の
傘
誼
に
は
「
聖
」
字
が
み
え
る
。
さ
ら
に
、
衣
一
帝
カ
イ
シ
ャ
ン
は
即

位
二
年
目
の
至
大
二
年
(
二
二
O
九
〉
に
、
チ
ン
ギ
ス
の
傘
誼
に
「
法
天
啓
運
」
、
そ
の
后
ボ
ル
テ
に
は
「
翼
聖
」
、
ト
ル
イ
に
「
仁
聖
」
、
そ
の

〈お〉

后
ソ
ル
コ
ク
タ
ニ
に
は

「
顛
誌
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
四
字
も
し
く
は
二
字
加
競
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
こ
の
四
人
の
傘
誼
に
は
ク
ビ
ラ
イ
が

贈
っ
た
隼
誼
と
あ
わ
せ
る
と
、
必
ず
「
聖
」
字
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
オ
ゴ
デ
イ
・
グ
ユ
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ク
・
モ
ン
ケ
と
そ
の
皇
后
等
の
隼
誼
に
は
、
元
代
を
逼
じ
て
「
聖
」
字
が
附
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

紳
御
肢
と
聖
旨
か
ら
グ
ユ
ク
と
モ
ン
ケ
の
姿
を
抹
消
し
た
の
は
、
ク
ピ
ラ
イ
の
オ
ゴ
デ
イ
系
皇
帝
一
と
兄
一
帝
モ
ン
ケ
に
劃
す
る
忌
避
の
現
れ
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ク
ピ
ラ
イ
の
意
識
は
、

オ
ゴ
デ
イ
と
グ
ユ
ク
に
劃
す
る
字
童
も
少
な
く
重
み
も
感
じ
ら
れ
な
い
傘
誼
に
も
現
れ
、

さ
ら
に
そ
の
後
テ
ム
ル
が
「
聖
」
字
を
附
し
て
贈
っ
た
ク
ピ
ラ
イ
と
チ
て
フ
イ
の
写
読
を
経
て
、
カ
イ
シ
ャ
ン
に
よ
る
ボ
ル
テ
、
ト
ル
イ
の
隼

誼
へ
の
「
聖
」
字
を
含
む
加
披
に
よ
っ
て
、
太
廟
に
も
反
映
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
神
御
殿
に
は
、
逆
に
一
帝
位
に
聞
い
て
い
な
い
皇
族
が
杷
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
に
よ
っ
て
大
永
一
隅
寺
に
安
奉
さ

(
川
品
〉

そ
し
て
イ
ス
ン
テ
ム
ル
に
よ
っ
て
大
護
園
仁
王
寺
に
安
奉
さ
れ
た
ノ
モ
ガ
ン
と
、
大
永
一
幅
寺
・
大
天
源
延
聖
寺
に
安

れ
た
順
宗
ダ
ル
マ
バ
ラ
、
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※
jL~政

字
は
チ
ン
ギ
ス
よ
り
起
算
し
た
需
位
の
縫
承
順
位

。
[モンゴノレ~.

絞
H日
系
同

l
※
母
認
に
つ
い
て
は
，
一
部

r元
史
』
に
み
え
る
略
記
を
用
い
た
。

ポ
ル
テ

光
献
皇
后

↓
 

光
晴
史
認
聖
皇
后

イ
ヱ
ス
ヶ
・イ

ー
ー
←
ー
ー

ホ
エ
ノ
レ

y

?
!
!
租
・
紳
元
皇
帝

|
 

宣
待
。皇

后

o
)
チ
ン
ギ
^

太
極
・
聖
武
皇
帝

法
天
啓
運
聖
武
皇
脅

雫
伊
r、

ソノレ
コ
タ
タ
ユ

妊
聖
皇
后

↓
 

願
~
荘
重
皇
后

ジ
苦

手
チ

ャ
ガ

タ
イ

②
オ
コ
・
デ
イ

一
一
ー
「
一
一
ド
レ

ゲ
ネ

太
宗
・
英
文
皇
帝

昭
慈
皇
后

①
グLP

一
山

ガ
イ

ミ
シ

ユ
定
宗

・'開
卒
皇
帝

欽
淑
皇
后

(5")
!l

ピ
ヲ
イ

世
租
・
袈
徳

神
功
文
武
皇
脅

(
4
)
そ
ン
ケ

一
一
ー

タ
ト
ゥ
ダ
イ

~
宗
・
桓
粛
皇
帝

貞
節
皇
后

ド
ル
ジ

チ
Y
キ
ム
一
一
-
-
，
一
一
裕
聖

皇
后

マ
ン

ガ
ラ

裕
宗
・
文
恵
明
孝
皇
帝
|

↓
 

|
:
徽
仁

裕
翌
皇
后

カ
マ
ラ
一

一
十

宣
醐

聖
皇

后
ダ

ノ
レ

マ
パ

ラ
ー

←
ー

ダ
ギ

時
鰍
皇
后
-

~テ|ムル一
一

プノレカγ
顧

宗
・

咋
仁

孝
皇

喬
|

順
宗

昭
聖

僻
皇

帝
醐

元
聖

皇
后

鯨
説

明
酵

皇
帯

(
路

な
し

〉

文
宗

に
よ

り
廟

室
破

境
|

⑬
イ
ス
ン
テ
ム
ル

--，-ー
后
(
傘
誌
な
し
〉

(
泰
定
帯
)

I
 

⑪
ア
リ
ギ
パ

(
夫
順
帯
〕

-z
ー

ノ
モ

ガ
γ

仁
ck
章
聖
皇
后
一
一
.
-
ー
⑦
カ
イ
シ
ャ
ン
ー
一
一
一
戸
文
献
牽
聖
皇
后
③
ア
ユ
ル
〉
ミ
ノ
レ
ワ
ダ
-
-
，
-
ー
妊
E路

聖
皇

后
I
 
~
武
市
・
仁
恵
宣
孝
皇
帝

|
 

仁
宗

・
型

文
欽

孝
皇

喬
|

(
符
:
設
な
し
)
一

一
「

で
士
⑫
コ

γ
ラ
ー
一
一
「
一

点
裕
徽
聖
皇
后

ぬ
ト
タ
テ
ム
ノ
レ
一
一
后
(
傘
誌
な
し
〉

③
シ
デ
ィ
パ
ラ

一
一

一
娃

静
総

霊
皇

后
|

 
島
宗
・
翼
献
景
孝
皇
帝

|
文
宗
・
聖
明
元
孝
皇
脅

笑
宗

・
容
聖
女
孝
皇
帝

I
 

!
 

I
↓

 
「
一
一
一
一
一
ー

順
天
立
道
;
寄
文
|

順
需
に
よ
り
木
主
撤
去

|
 

智
武

大
聖

孝
皇

帝
|

⑪
イ
リ

γ
チ
ン
パ
ル
ー
ー
后
(
軍
事
誌
な
し
)

⑬
ト
ゴ

y
テ
ム
ル
ー
ー
后
〈
傘
誼
な
し
〉

寧
宗
・
沖
聖
嗣
孝
皇
喬

(
順
帯
〉



奉
さ
れ
た
カ
マ
ラ
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
『
元
史
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
と
は
別
に
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
は
即
位
後
、
テ
ム
ル
・
カ
イ
シ
ャ
ン
雨

(

位

)

一
帝
の
貫
録
と
と
も
に
『
順
宗
賓
録
』
を
纂
修
さ
せ
、
そ
し
て
イ
ス
ン
テ
ム
ル
は
カ
マ
ラ
を
光
聖
仁
孝
皇
帝
と
し
、
廟
競
頴
宗
を
贈
っ
て
太
廟
に

(

お

)

(

日

出

)

租
る
と
と
も
に
、
や
は
り
『
額
宗
貫
録
』
を
編
纂
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
、
イ
ス
ン
テ
ム
ル
の
二
一
帝
が
、
一
帝
位
を
め
ぐ
る
骨
肉

の
争
い
を
経
て
即
位
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
貫
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
ダ
ル
マ
パ
ラ
、
ノ
モ
ガ
ン
・
カ
マ
ラ
を
持
ち
上
げ
た
背
景
に
は
、
や
は

り
そ
の
即
位
に
ま
つ
わ
る
事
情
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
に
つ
い
て
は
、
兄
一
帝
カ
イ
シ
ャ
ン
が
不
可
解
な
貼
の
多
い
不
意
の
死
を
遂
げ
た
後
、
一
見
、
卒
和
裏
に
即
位
す
る

(
叩
却
)

が
、
寅
は
こ
れ
は
事
賓
上
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
っ
た
。
決
に
イ
ス
ン
テ
ム
ル
で
あ
る
が
、
彼
は
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
の
子
シ
デ
イ
バ
ラ
を
暗
殺
し

(

却

〉

て
、
聞
位
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
雨
一
帝
に
と
っ
て
カ
マ
ラ
、
ダ
ル
マ
バ
ラ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
賓
父
で
あ
り
、
貫
録
を
編
纂
し
太
廟
へ
列
置
す
る
な

ど
し
て
、
父
を
歴
代
皇
一
帝
と
同
列
に
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
血
脈
の
高
貴
性
と
皇
位
の
正
統
性
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
南
一
帝
に
よ
る
貫
父
の
神
御
肢
設
置
も
、
同
じ
文
脈
の
中
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

残
る
ノ
モ
ガ
ン
は
と
い
う
と
、
彼
は
ク
ビ
ラ
イ
と
そ
の
正
后
チ
て
フ
イ
と
の
聞
の
第
四
子
で
あ
り
、

係
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
『
元
史
』
巻
二
十
九
・
泰
定
一
帝
本
紀
の
冒
頭
、
な
ら
び
に
そ
の
直
後
に
牧
め
ら
れ
た
イ
ス
ン
テ
ム
ル
の

一
見
イ
ス
ン
テ
ム
ル
と
は
特
に
深
い
閲

- 75ー

印
位
の
詔
を
見
る
と
、

ク
ピ
ラ
イ
の
命
に
よ
っ
て
父
カ
マ
ラ
が
、
亡
き
ノ
モ
ガ
ン
を
耀
い
で
チ
ン
ギ
ス
時
代
以
来
の
モ
ン
ゴ
リ
ア
本
土
と
、
そ

こ
に
展
開
す
る
四
大
オ
ル
ド
な
ら
び
に
モ
ン
ゴ
ル
騎
馬
軍
国
を
音
王
と
し
て
統
領
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
テ
ム
ル
に
よ
っ
て
自
ら
も
菅
王
継
承

を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
自
分
が
、
ク
ピ
ラ
イ
の
事
買
上
の
長
子
で
皇
太
子
に
も
な
っ
た
チ
ン
キ
ム
の
長
子
で
あ
る
カ
マ
ラ
の
長
子
で

あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
チ
ン
キ
ム
、
カ
マ
ラ
、
イ
ス
ン
テ
ム
ル
彼
自
身
と
績
く
「
嫡
流
長
子
」
の
血
服
が
、
そ
こ
に
強
調
さ
れ

(ω) 

て
い
る
の
で
あ
る
。
父
カ
マ
ラ
と
と
も
に
ノ
モ
ガ
ン
を
神
御
般
に
-
杷
っ
た
の
も
、
さ
ら
に
は
彼
自
身
を
晋
王
に
封
じ
た
テ
ム
ル
の
御
容
を
、
そ

(
n
u
〉

の
死
後
十
一
年
を
鰹
て
大
天
毒
菌
寧
寺
に
安
奉
し
た
の
も
、
自
ら
の
即
位
の
正
統
性
を
内
外
に
示
す
た
め
の
作
業
の
一
貫
と
し
て
行
な
わ
れ
た

75 

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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な
お
、

イ
ス
ン
テ
ム
ル
の
死
後
、
再
び
皇
位
を
め
ぐ
っ
て
政
争
が
起
こ
り
、
帝
位
は
カ
マ
ラ
系
か
ら
カ
イ
シ
ャ
ン
系
へ
と
移
る
。
そ
の
後
、

敗
者
と
な
っ
た
カ
マ
ラ
系
の
イ
ス
ン
テ
ム
ル
と
そ
の
子
ア
リ
ギ
パ
に
は
、
廟
競
が
贈
ら
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

イ
ス
ン
テ
ム
ル
に
よ
っ

よ
っ
て
、

て
太
廟
に
設
け
ら
れ
た
カ
マ
ラ
の
廟
室
、
そ
し
て
大
天
源
延
聖
寺
の
カ
マ
ラ
の
影
堂
は
、
ア
リ
ギ
パ
を
倒
し
た
カ
イ
シ
ャ
ン
系
ト
ク
テ
ム
ル
に

(

必

〉

そ
の
即
位
の
年
に
撤
去
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
御
殿
が
設
け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
大
天
源
延
聖
寺
に
は
イ
ス
ン
テ
ム
ル
の
名
は
み

え
ず
、
代
わ
り
に
カ
イ
シ
ャ
ン
系
コ

シ
ラ
の
神
御
殿
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
コ

シ
ラ
と
は

カ
イ
シ
ャ
ン
の
摘
長
子
で
あ
り

一
三
二
八
年
に
一
旦
一帝
位
に
就
い
た
異
母
弟
ト
ク
テ
ム
ル
を
屈
服
さ
せ
て
即
位

ト
ク
テ
ム
ル
政
権
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
エ
ル
テ
ム
ル
に
よ
っ
て
謀
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ

し
て
、
再
び
一
帝
位
に
返
り
咲
い
た
ト
ク
テ
ム
ル
は
、
同
年
十
二
月
、
コ

シ
ラ
に
明
宗
と
い
う
廟
競
と
「
聖
」
字
の
含
ま
れ
な
い
傘
誼
、
翼
献
景

(

川

制

)

孝
皇
一
帝
を
贈
り
、
そ
の
翌
年
三
月
に
太
廟
に
記

っ
て
い
る
。
ト
ク
テ
ム
ル
の
死
後
は
、
そ
の
后
の
意
向
で
二
ニ
三
二
年
、
コ

シ
ラ
の
衣
子
イ
リ

ン
チ
ン
パ
ル
が
皇
帝
一
と
な
る
が
わ
ず
か
一
年
で
死
去
し
、
衣
に
立
て
ら
れ
た
の
が
嘗
時
十
三
歳
で
あ
っ
た
コ
シ
ラ
の
長
子
ト
ゴ
ン
テ
ム
ル
で
あ

(川ご

っ
た
。

た
だ
し
政
治
の
賓
櫨
は
、

パ
ヤ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
蓄
ト
ク
テ
ム
ル
一
涯
の
手
中
に
あ
り
、
即
位
の
一
一
一
一
一
三
一
一
年
十
月
に
は
、
仇
散
で

あ
る
は
ず
の
ト
ク
テ
ム
ル
の
御
容
を
大
承
天
護
聖
寺
に
杷
り
、
十
一
月
に
は
文
宗
・
聖
明
元
皇
帝
の
廓
競
・
傘
誼
を
立
て
ざ
る
を
え
な
か
っ

〈

必

)
た。 し

た
も
の
の
、
翌
二
九
年
に
は
、
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し
か
し
ト
ゴ
ン
テ
ム
ル
は

二
十
歳
に
な
っ
た
一
一
一
一
回

O
年
の
二
月
、
バ
ヤ
ン
を
中
央
政
界
か
ら
追
放
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
、
同
年
六

月
に
詔
を
護
し
、

ト
ク
テ
ム
ル
が
父
コ
シ
ラ
を
暗
殺
し
て
一
帝
位
を
纂
奪
し
た
こ
と
を
明
言
、

(

日

叩

)

そ
の
皇
后
と
息
子
を
流
刑
に
鹿
す
こ
と
に
成
功
す
る
。

同
時
に
太
廟
か
ら
文
宗
ト
ク
テ
ム

ル
の
木
主
(位

牌
)
を
撤
去
し
、

『
元
史
』
各
四
十
・
順
帯
本
紀
三
・
至
元
六
年
(
二
二
四
O
〉
四
月
庚

寅
の
候
(
八
五
五
頁
〉
に
は
、

「
詔
し
て
大
天
源
延
聖
寺
に
明
宗
紳
御
股
碑
を
立
て
し
む
」
と
あ
り
、
す
な
わ
ち
こ
の
年
の
四
月
に
、
大
都
の
紳

御
殿
寺
、
大
夫
源
延
聖
寺
に
明
宗
コ

シ
ラ
の
神
御
般
を
設
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
同
年
十
月
に
は、

誰
は
ば
か
る
こ
と
な
く、

コ

シ
ラ
に
劃
し
て
改
め
て
「
聖
」
字
を
含
め
た
隼
誼
「
順
天
立
道
容
文
智
武
大
聖
孝
皇
帝一
」
を
鱈
り
、
翌
年
一
月

一
日
を
も
っ
て
「
至
正
」
と
改



(
円
引
〉

元
す
る
の
で
あ
る
。

『
元
史
』
巻
四
十
五
・
順
一
菅
木
紀
入
・
至
正
二
十
年
(
一
三
六
O
)
十
二
月
丙
戊
の
篠
(
九
五
二
頁
〉
に
は
、

詔
し
て
「
太
廟
・
影
堂
の
祭
把
は
、
乃
ち
子
孫
の
報
本
の
重
事
た
り
。
近
ご
ろ
兵
輿
り
歳
欽
し
、
品
物
は
豊
備
す
る
能
わ
ず
し
て
、
累
朝

の
四
祭
は
、
減
じ
て
春
秋
の
二
祭
と
震
す
、
今
宜
し
く
四
担
割
に
復
す
ベ
し
」
と
。

と
あ
る
。
元
末
の
混
凱
期
に
到
っ
て
も
な
お
、
影
堂
す
な
わ
ち
神
御
肢
の
祭
記
は
、
太
廟
の
そ
れ
と
並
ん
で
租
先
の
恩
に
報
い
る
大
事
で
あ
る

と
、
皇
帝
ト
ゴ
ン
テ
ム
ル
自
ら
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
南
に
興
っ
た
明
の
軍
勢
が
大
都
に
迫
る
一
三
六
八
年
六
月
甲
寅
、
雷
が
大

(
泊
四
)

元
ウ
ル
ス
の
創
始
者
グ
ピ
ラ
イ
の
御
容
を
杷
る
大
聖
書
寓
安
寺
に
落
ち
、
同
寺
は
全
焼
す
る
。
そ
し
て
同
年
間
七
月
、
ト
ゴ
ン
テ
ム
ル
は
大
都

(
必
)

を
放
棄
し
北
行
、
翌
八
月
に
大
都
は
陥
落
す
る
。
明
初
に
成
立
し
た
『
元
史
』
の
本
紀
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
元
朝
の
滅
亡
と
す
る
。

お

わ

り
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「
歴
代
皇
一
一
帝
ご
と
に
そ
の
御
容
を
納
め
る
た
め
建
立
さ
れ
た
敷
建
の
大
傍
数
寺
院
は
、
元
代
王
族
の
宗
教
と
な
っ
た
チ
ベ
ッ
ト

〈

印

)

油
開
数
様
式
の
大
建
築
で
あ
り
、
大
都
を
チ
ベ
ッ
ト
密
数
濁
特
の
雰
囲
気
に
包
ん
だ
と
想
像
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
本
稿
は
ま
ず
、
こ
れ
を

具
瞳
的
に
史
料
を
あ
げ
な
が
ら
再
確
認
を
試
み
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
加
え
て
、
そ
こ
に
納
め
ら
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
の
御
容
に
つ
い
て
も
、
ま

た
マ
ハ
l
カ

l
ラ
併
を
は
じ
め
と
す
る
併
像
や
荘
巌
具
に
関
し
て
も
、
そ
こ
に
チ
ベ
ッ
ト
傍
教
色
を
強
く
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し

て
、
大
都
地
匿
に
建
立
さ
れ
た
神
御
殿
寺
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
本
稿
で
あ
げ
た
よ
う
な
、
ま
た
拙
稿
で
燭
れ
さ
ら
に
石
演
氏
に
よ
っ
て
そ

(
日
)

の
賞
態
が
明
ら
か
と
な
っ
た
白
傘
蓋
の
併
事
の
よ
う
な
チ
ベ
ッ
ト
式
の
併
事
が
、

一一帝
師
を
中
心
と
し
て
頻
繁
に
暴
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

杉
山
氏
は
、

ま
た
一
紳
御
股
寺
と
太
廓
と
は
、
そ
の
制
度
が
始
ま
っ
た
ク
ビ
ラ
イ
期
よ
り
、
歴
朝
繰
り
贋
げ
ら
れ
た
政
争
の
有
り
様
を
相
互
に
強
く
反
映
し

て
い
た
。
買
は
そ
れ
ば
か
り
か
太
廟
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
チ
ベ
ッ

ト
傍
教
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

『一元

77 

史
』
巻
七
十
四
・
祭
紀
三
・
宗
廟
上
(
一
八
三
ニ
頁
)
に
、



(
至
元
〉
六
年
(
一
二
六
九
)
多
、

質
金
表
の
牌
位
を
造
ら
し
む
る
こ
と
十
有
六
、
大
楊

・
金
椅
を
設
け
て
茄
室
の
前
に
奉
安
せ
し
む
。
太
廟
に
併
事
を
薦
む
る
の
始
漏
り
。

(

臼

)

(

臼

〉

と
あ
り
、
完
成
聞
も
な
い
太
廟
で
は
、
重
夜
を
分
か
た
ず
一
週
間
併
事
が
奉
行
さ
れ
、
以
後
、
そ
れ
が
定
制
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

78 

時
享
畢
わ
る
。

十
二
月
、

園
師
借
に
命
じ
て
併
事
を
太
廟
に
薦
め
し
む
る
こ
と
七
蓋
夜
、
始
め
て
木

し
て
こ
こ
に
、
そ
の
併
事
を
執
り
行
な
い
ま
た
牌
位
を
作
る
よ
う
ク
ピ
ラ
イ
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
と
あ
る
園
師
と
は
、
チ
ベ
ッ
ト
傍
信
パ
ク

(

臼

)

パ
に
他
な
ら
な
い
。
皇
族
の
御
容
を
納
め
た
神
御
殿
寺
と
神
主
を
納
め
た
太
廟
と
に
、
チ
ベ
ッ
ト
傍
教
の
要
素
が
色
濃
く
み
え
る
事
寅
に
射
し

そ
れ
が
ク
ビ
ラ
イ
と
パ
ク
パ
の
時
代
に
ク
ピ
ラ
イ
系
の
モ
ン
ゴ
ル
皇
族
、
と
り
わ
け
皇
帝
の
た
め
の
宗
教
と
な
っ
た
と
理
解
す
れ
ば
、

て
は
、

何
ら
不
思
議
は
な
い
。

一
方
で
、
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。

神
御
殿
寺
に
は
皇
帝
の
み
な
ら
ず
、

前
、
そ
れ
ぞ
れ
に
寄
進
さ
れ
て
い
た
節
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
神
御
股
寺
の
寺
産
に
闘
し
て
は
、
車
に
傍
教
関
係
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
安
直

と
い
う
よ
り
む
し
ろ
多
く
は
そ
の
皇
后

・
皇
太
后
の
財
産
が
生

徽
政
院
と
、

に
宣
政
院
と
の
閲
係
だ
け
に
注
目
せ
ず
、
た
と
え
ば
、
元
代
に
あ
っ
て
複
雑
な
沿
革
を
み
せ
る
皇
后
・
皇
太
后
位
下
の
官
署
で
あ
る
中
政
院
・

そ
の
附
廃
官
署
に
し
て
江
南
の
皇
族
所
領
地
を
管
轄
し
た
江
進
、
江
新
財
賦
府
等
を
も
覗
野
に
入
れ
た
研
究
が
必
要
と
な
る
で
あ
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ろ
う
。

女
献
目
録

石
団
幹
之
助
コ
冗
代
の
工
護
家
ネ
パ

1
ル
の
王
族
阿
尼
豆
町
の
俸
に
就
い
て
」

『
蒙
古
皐
報
』

二
、
一
九
四
一
年
、
二
四
四
l
二
六

O
頁
。
(
再
銭

円
向

者
『
東
亜
文
化
史
叢
考
』
東
洋
文
庫
、一

九
七
三
年
)

石
漬
裕
美
子

「
パ
ク
パ
の
例
数
思
想
に
基
づ
く
フ
ピ
ラ
イ
の
主
権
像
に
つ
い

て
」
『
日
本
西
蔵
翠
曾
曾
報
』
四
O
、
一
九
九
六
年
、
三
五
|
四
四
頁
。

植
松
正
コ
克
代
江
南
の
豪
民
朱
清
・
張
遣
に
つ
い
て
ー
ー
そ
の
訣
殺
と
財
産

官
液
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」

『
東
洋
史
研
究
』
一

一
七
|
三
、
一
九
六
八
年
、

四
六
|
七
一

頁。

大
薮
正
哉
コ
元
の
大
穂
宗
理
院
に
つ
い
て

」
同
著
『
元
代
の
法
制
と
宗
数
』

秀
英
出
版
、
一
九
八
三
年
、
一
二
七
|
一

四
二
頁
。
(
原
載
一
『
祉
食
文

化
史
皐
』
七
、
一
九
七
一
年
〉
。

杉
山
正
明
「
ク
ピ
ラ
イ
と
大
都
」
海
原
郁
編
『
中
園
近
世
の
都
市
と
文
化
』

同
朋
合
、
一
九
八
四
年
、
四
八
五
|
五

一
八
頁
。

杉
山
正
明
「
モ
ン
ゴ
ル
一
一
帝
園
に
お
け
る
首
都
と
首
都
圏
」

(
イ
ス
ラ
ム
の
都



79 

市
性
研
究
報
告
(
研
究
報
告
編
・
第
三
四
貌
〉
、

一頁。

杉
山
正
明
「
一
冗
代
蒙
漢
合
壁
命
令
文
の
研
究

ω」
『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研

究
』
六
、
一
九
九
一
年
、
三
五
l
五
五
頁
。

杉
山
正
明
「
大
元
ウ
ル
ス
の
三
大
王
園
l
l
カ
イ
シ
ャ
ン
の
奪
権
と
そ
の
前

後

1
|出
」
『
京
都
大
屋
文
皐
部
研
究
紀
要
』
一
一
一
四
、
一
九
九
五
年
、
九

一
一
l
一
五
O
頁
。

中
村
淳
「
元
代
法
旨
に
見
え
る
歴
代
帯
師
の
居
所
|
l大
都
の
花
園
大
寺
と

大
護
園
仁
王
寺
l
|」
『
待
兼
山
論
叢
三
石
(
史
皐
篇
〉
、
一
九
九
一
一
一

年
、
五
七
|
八
二
一
良
。

中
村
淳
「
チ
ベ
ッ
ト
と
モ
ン
ゴ
ル
の
選
遁

!
l迄
か
な
る
後
世
へ
の
め
ば
え

-

1

」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
一
一
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
統
合
』
岩

波
書
庖
、
一
九
九
七
年
、
二
二
l
一
四
六
頁
。

中
村
淳
・
松
川
節
「
新
設
現
の
蒙
漢
合
壁
少
林
寺
聖
旨
碑
」
『
内
陸
ア
ジ
ア

言
語
の
研
究
』
八
、
一
九
九
三
年
、
一
|
九
二
頁
。

中
村
元
『
傍
敬
語
大
辞
典
』
東
京
書
籍
、
一
九
八
一
年
。

横
山
英
「
元
代
の
寺
院
財
産
と
そ
の
性
絡
素
描
」

『
史
皐
研
究
』
一
一
集
、
一

九
五
O
年
、
三
O
四
六
頁
。

主
発
「
山
東
長
清
大
盤
巌
寺
大
元
図
師
法
旨
碑
考
棒
」
『
文
物
』
一
九
八
一

|
て
四
五
五
O
頁
。

王
実
「
山
東
長
清
大
震
巌
寺
大
元
図
師
法
旨
碑
考
簿
補
遼
」
『
綴
同
学
研
究
』

中
央
民
族
皐
院
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
二
四
三
l
一
一
六
九
頁
。

王
壁
文
コ
冗
大
都
寺
観
廟
字
建
置
沿
革
表
」

『
中
園
管
造
皐
社
集
刊
』
六
|

四
、
一
九
三
七
年
、
二
二
O
|
一
六
八
頁
。

宿
白
「
元
代
杭
州
的
議
停
密
敬
及
其
有
関
遁
迩
」
『
文
物
』
一
九
九
O
l
一

占
九
八
九
年
、

占

。
、
五
五
l
七
一
一
貝
。

陳
慶
英
『
元
朝
帯
師
八
思
巴
』
中
園
磁
拳
出
版
社
、
一
九
九
二
年
。

陳
高
華
「
略
論
湯
漣
員
加
和
楊
安
普
父
子
」

『
西
北
民
族
研
究
』
一
九
八
六

年
試
刊
続
、
五
五
|
六
=
一
一
貝
。

(
再
録

日
同
著
『
元
史
研
究
論
稿
』
中
華

書
局
、
一
九
九
一
年
、
三
八
五
|
四
O
O
頁
)
。

陳
高
華
「
元
代
大
都
的
皇
家
併
寺
」
『
世
界
宗
教
研
究
』
一
九
九
二
|
二
、

一
一
|
六
頁
。

註(

1

)

大
薮
一
九
七
て
一
三
一
一
一
|
一
一
二
六
頁
。
陳
高
華
一
九
九
二
。

(
2
〉
本
文
中
で
引
用
す
る
場
合
を
除
き
、
典
援
を
一
々
奉
げ
る
の
は
煩
璃

で
あ
る
の
で
行
な
わ
な
い
。
本
紀
の
記
事
に
つ
い
て
は
大
薮
一
九
七
一

(
一
三
五
l
一
三
六
頁
)
に
一
覧
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
本
表
で
使
用

し
た
史
料
と
概
ね
重
複
す
る
の
で
多
照
さ
れ
た
い
。

〈

3
)

中
村
一
九
九
三
。
な
お
、
陳
慶
英
一
九
九
二
三
六
O
頁
)
に
一
部

同
様
の
推
測
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
拙
稿
の
公
刊
後
に
知
っ
た
。

あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

〈

4
)

こ
う
し
た
研
究
朕
況
の
中
で
、
石
潰
一
九
九
六
は
劃
期
的
な
論
文
で

あ
る
。
石
潰
民
ば
、
中
村
一
九
九
三
(
七
O
|
七
二
頁
〉
で
翠
げ
た
大

護
園
仁
王
寺
を
中
心
'と
し
て
行
な
わ
れ
た
「
自
傘
蓋
の
併
事
」
に
関
し

て
、
そ
れ
が
パ
ク
パ
の
チ
ベ
ッ
ト
併
数
思
想
に
基
づ
き
ク
ピ
ラ
イ
を
金

縛
輪
m革
主
と
し
て
位
置
づ
け
る
た
め
の
法
要
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
、

元
代
の
併
奥
や
パ
ク
パ
自
身
の
著
作
な
ど
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
し
た
。

中
村
一
九
九
七
、
二
二
五
|
一
一
一
一
七
頁
、
参
照
。

(

5

)

王
一
九
三
七
、
=
ニ
五
・
二
二
八
l
一
四

0
・
一
四
五
|
一
四
七
・
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一
四
九
・
一
五
一
|
一
五
二
・
一
五
九
|
一
六

O
頁
。
杉
山
一
九
八

四
、
四
九
五
頁
。

(

6

)

王
一
九
三
七
三
四
七
頁
)
は
単
に
「
大
都
城
南
」
と
す
る
が
、

一
元
・
穣
念
常
撰
『
併
租
歴
代
通
載
』
巻
二
十
二
(
大
正
蔵
本
、
七
=
二

頁
〉
に
「
南
城
之
南
」
と
あ
る
。
南
城
と
は
大
都
の
南
、
奮
中
都
を
意

味
す
る
。

(
7
〉
『
程
雲
楼
集
』
巻
七
・
涼
圏
敏
態
公
紳
道
碑
(
元
代
珍
本
文
集
集
刊

本
)
。
石
田
一
九
四
て
三
八
一
一
貝
。
王
一
九
三
七
、
一
四

O
頁。

(

8

)

『
元
史
』
巻
二
十
六
・
仁
宗
本
紀
三
・
延
祐
五
年
(
一
三
一
八
)
十

月
壬
辰
の
僚
、
五
八
六
頁
。

(

9

)

『
元
史
』
巻
二
十
八
・
笑
宗
本
紀
ニ
・
至
治
二
年
(
一
一
一
一
二
二
)
十

月
甲
申
の
係
、
六
二
四
頁
。

(
叩
)
『
析
津
士
山
輯
侠
』
柄
廟
・
儀
祭
・
原
廟
の
僚
(
北
京
古
籍
出
版
社

本
、
六
一
一
一
|
六
四
頁
)
は
寺
名
を
、
寺
に
あ
る
塔
の
色
で
い
う
俗
稽
で

表
し
て
お
り
、
『
元
史
』
一
柳
御
殿
の
僚
と
封
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

れ
ぞ
れ
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
王
一
九
三
七
の
各
項
に

も
俗
稽
が
附
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
『
元
史
』
各
八
十
七
・

百
官
士
山
三
・
太
稽
宗
麗
院
の
傑
等
に
み
え
る
南
鋲
園
寺
が
、
創
建
年
次

が
一
致
す
る
こ
と
よ
り
、
奮
中
都
の
南
に
造
営
さ
れ
た
大
崇
恩
一
崎
元
寺

の
異
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
横
山
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

(
横
山
一
九
五

O
、
四
一
一
貝
、
注
三
四
)
。
そ
れ
ま
で
銀
園
寺
と
も
呼

ば
れ
た
大
護
園
仁
王
寺
と
区
別
す
る
た
め
に
南
の
字
を
冠
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
に
劃
し
て
大
護
園
仁
王
寺
は
以
後
、
西
銀
園
寺
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
る
。

(
江
〉
『
程
雲
棲
集
』
品
位
七
・
涼
園
敏
懇
公
神
道
碑
。
石
田
一
九
四
て
三

八
一
・
三
八
四
頁
。

(
ロ
〉
『
程
雲
棲
集
』
各
七
・

涼
園
敏
慈
公
紳
道
碑
、
八
禁
裏
l
九
業
表
・

十
三
葉
表
。
宿
一
九
九
O
、
五
六
頁
。

(
臼
)
詳
し
く
は
別
稿
に
譲
る
が
、
元
代
に
は
チ
ベ
ッ
ト
借
の
祈
祷
に
ょ
っ

て
戦
闘
神
と
し
て
出
現
し
、
南
宋
軍
ゃ
あ
る
い
は
カ
イ
ド
ウ
軍
を
撃
破

し
た
と
い
う
逸
話
が
、

漢
籍
や
チ
ベ
ッ
ト
年
代
記
に
残
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
杭
州
に
は
マ

ハ
l
カ
i
ラ
の
傍
像
を
は
じ
め
と
す
る
チ
ベ

ッ
ト
併

数
の
特
徴
を
備
え
た
元
代
の
遺
物
が
現
存
す
る
。
宿
一
九
九
O
、
参

照。

(

M

)

『
元
史
』
紳
御
殿
の
僚
、
一
八
七
五
頁
。
『
析
津
志
輯
侠
』
洞
廟
・

儀
祭
・
原
廟
の
僚
、
六
三
|
六
五
頁
。

〈
国
)
清
規
と
は
調
院
の
日
常
生
活
規
定
の
こ
と
で
(
中
村
一
九
八

一
、
七

八
七
頁
)
、
お
そ
ら
く
は

『
百
丈
清
規
』
を
指
す
。

(
M
〉
『
元
史
』
各
八
十
七
・
百
官
志
三
・
太
藤
宗
種
院
の
僚
、
二
二

O
七

-
二
一
二
三
頁
。
横
山
一
九
五

O
。
大
薮
一
九
七
一
。
陳
高
華
一
九
九

二
、
三
四
頁
。

(
臼
)

『
元
史
』
巻
八
十
七
・
百
官
志
三

・
太
稽
宗
震
院
の
係
、
二
二

O
七

-
一
一
一
二
三
頁
。

(
問
)
大
薮
一
九
七
一
、
二
一
八

・
一
三
六
頁
。

(
印
)
『
元
史
』
各
八
十
七
・
百
官
志
三
・
太
繕
宗
穏
院
の
俊
、
二
二

O
八

頁
。
ま
た
『
元
史
』
巻
二
十
二
・
武
宗
本
紀
一
・
至
大
元
年
(
二
ニ

O

八
)
十
月
乙
巳
の
燦
(
五

O
四
頁
)
に
「
護
園
仁
王
寺
昭
慮
規
運
線
管

府
を
改
め
て
舎
一
踊
院
と
潟
す
、
秩
従
二
品
」
と
あ
る
。
な
お
こ
こ
に
見

え
る
「
昭
慮
」
と
は
、
大
護
園
仁
王
寺
と
同
じ
く
一
二
七

O
年
に
高
梁

河
河
昨
に
築
か
れ
た
道
観
「
昭
感
宮
」
の
こ
と
〈
『
元
史
』
各
七
・
世
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-
組
本
紀
四
・
至
元
七
年
二
月
甲
氏
の
僚
、
一
二
八
頁
。
元
・
愛
物
撰

『
清
容
居
士
集
』
巻
三
十
七
・
昭
感
宮
提
黙
王
氏
金
蓮
特
贈
淵
縄
問
玄
素

員
人
、
四
部
叢
刊
初
編
本
、
五
四
六
頁
)
。
大
護
園
仁
王
寺
と
昭
態
宮

の
管
理
・
運
営
は
同
一
官
暑
が
行
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
昭
態
宮
に
関
わ

る
史
料
は
極
め
て
少
な
く
、
質
態
は
不
明
。

(
初
〉
横
山
一
九
五

O
、
各
底
。
大
薮
一
九
七
て
二
二
一

l
一
三
二
頁
。

た
だ
し
次
に
引
用
す
る
部
分
は
商
氏
と
も
引
用
し
な
い
。
な
お
こ
の
碑

は
現
在
、
北
京
の
中
園
歴
史
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
〈
王

一
九
八

て

五

O
頁
。
王
一
九
九
一二
、
二
六
七
頁
参
照
)
。

(
乱
〉
安
普
は
、
南
宋
諸
帯
の
陵
墓
を
盗
掘
し
た
こ
と
で
悪
名
高
い
か
の
楊

選
岡
県
伽
の
子
暗
普
の
こ
と
(
大
薮
一
九
七
て
二
ニ
ニ
頁
。
陳
高
華
一

九
八
六
、
六
一
頁
)
。

(
幻
)
こ
の
聞
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
杉
山
一
九
九
五
に
詳
し
い
。

(
お
)
『
元
史
』
巻
一
百
十
八
・
特
醇
調
停
、
二
九
一
八
二
九
一
九
頁
。

(
M
〉
植
松
一
九
六
八
、
二
九
六

l
三
O
O頁
。
植
松
氏
は
同
時
に
、
こ
の

直
後
一
三

O
二
年
か
ら
翌
三
年
に
か
け
て
右
丞
相
以
下
、
参
知
政
事
に

至
る
ま
で
宰
相
の
ほ
と
ん
ど
が
交
替
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ

と
皇
后
の
出
身
氏
族
の
交
替
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
お
〉
『
元
史
』
巻
四
十
一
・
順
帯
本
紀
四
・
至
正
六
年
(
ご
ニ
四
六
)
十

二
月
甲
申
の
僚
(
八
七
六
頁
)
に
「
詔
し
て
復
び
大
護
園
仁
王
寺
昭
態

宮
財
用
規
運
線
管
府
を
立
つ
、
凡
そ
民
聞
に
貸
す
銭
は
二
十
六
高
錠
」

と
あ
る
。

(
お
〉
陳
高
華
一
九
九
二
、
五
頁
。
た
だ
し
陳
氏
は
、
『
元
史
』
紳
御
殿
の

燦
(
一
八
七
五
頁
)
に
「
影
堂
の
所
在
、
・
:
・
(
中
略
〉
:
:
:
也
可
皇

后
は
大
護
園
仁
王
寺
」
と
あ
る
の
に
射
し
て
、
也
可
皇
后
を
ト
ル
イ
の

后
ソ
ル
コ
タ
タ
-
一
と
す
る
が
、
こ
れ
は
ク
ビ
ラ
イ
の
后
チ
て
フ
イ
を
指

す
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
同
寺
の
建
立
者
が
ほ
か
な
ら
ぬ
チ
ャ
ブ
イ
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
、
『
元
史
』
巻
二
十
・
成
宗
本
紀
三
・
大
徳
五
年

(
ご
ニ

O
一
)
正
月
壬
子
の
篠
(
四
三
三
頁
〉
に
、
昭
容
順
聖
皇
后
す

な
わ
ち
チ
て
フ
イ
の
御
容
が
同
寺
に
奉
安
さ
れ
た
と
明
記
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
一
方
、
ソ
ル
コ
ク
タ
ニ
の
御
容
を
同
寺
に
納
め
た
と
い
う
記

事
は
な
い
。

(
明
む
な
お
、
ト
ル
イ
と
そ
の
后
ソ
ル
コ
タ
タ
ニ
一問
者
の
御
容
を
納
め
る
紳

御
殿
は
、
ク
ビ
ラ
イ
に
よ
っ
て
即
位
直
後
の
一
一
一
六
一
年
に
、
別
に
岡
県

定
の
道
観
、
玉
華
宮
に
も
設
け
ら
れ
て
い
る
(
『
元
史
』
巻
四
・
世
組

本
紀
一
・
中
統
二
年
七
月
己
丑
の
僚
、
七
二
頁
)
。
す
な
わ
ち
問
者
の

御
容
は
大
都
地
匿
の
仰
数
寺
院
で
は
な
く
、
員
定
路
の
道
貌
に
柁
ら
れ

て
い
る
と
い
う
貼
で
他
と
は
甚
だ
異
な
っ
て
い
る
。
岡
県
定
の
玉
華
宮
の

一
柳
御
殿
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
。

(
叩
却
〉
な
お
、
肇
湾
・
故
宮
博
物
院
に
所
蔵
さ
れ
る
有
名
な
モ
ン
ゴ
ル
帝
園

歴
代
皇
族
の
園
像
に
も
、
グ
ユ
ク
と
モ
ン
ケ
の
も
の
は
な
く
、
こ
の
ほ

か
に
も
紳
御
殿
の
御
容
の
有
無
と
故
宮
博
物
院
所
臓
の
図
像
の
有
無
と

は
、
奇
妙
な
ま
で
に
一
致
す
る
(
『
中
園
歴
代
帯
后
像
」
有
正
書
局
、

出
版
年
未
詳
、
参
照
)
。
こ
の
黙
、
堤
一
昭
氏
の
ご
数
示
に
よ
る
。
記

し
て
感
謝
し
た
い
。

(

M

U

)

『
元
史
』
径
七
十
四
・
多
記
志
三
・
宗
廟
上
、
一
八
三
二
頁
。

〈
却
)
中
都
東
北
郊
外
に
造
営
さ
れ
た
新
都
大
都
に
お
け
る
太
廟
の
建
設

は
、
一
二
七
七
年
八
月
に
始
め
ら
れ
、
一
二
七
九
年
十
二
月
に
完
成
、

翌
年
十
二
月
に
紳
主
(
位
牌
〉
が
奮
廟
よ
り
遷
さ
れ
る
(
『
元
史
』
各

七
十
四
・

祭
紀
志
三
・
宗
廟
上
、
一
八
一
一
一
一
一
一
・
一
八
三
五
頁
。
問
答
十
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一
・
世
租
本
紀
八
・
至
元
十
七
年
(
一
二
八

O
〉
十
二
月
甲
午
の
僚
、

二
二
八
頁
)
。

(
氾
)
太
廟
の
茄
室
に
み
え
る
第
二
室
『
チ
ン
ギ
ス
、
第
三
室
U
オ

ゴ

デ

ィ、

第
四
窒
『
ジ
ョ
チ
、
第
五
宗
『
チ
ャ
ガ
タ
ィ
、
第
六
室
リ
ト
ル

ィ、

第
七
室

τグ
ユ
夕
、
第
八
室
H

モ
ン
ケ
と
い
う
順
序
は
、
ラ
シ
ー

ド
の
『
集
史
』
喬
一
紀
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

(
担
)
『
元
史
』
俳
句
十
七

・
世
租
本
紀
十
四
・

至
元
三
十
一
年
(
一
二
九

四
)
五
月
戊
午
の
係
、
三
七
六
|
三
七
七
頁
。
同
巻
十
八
・
成
宗
本
紀

て
同
僚
、
三
八
三
頁
。
同
巻
一

O
六

・
后
妃
表
、
二
六
九
八
頁
。

同

容
一
一
四
・
后
妃
俸
一
、
二
八
七
一
|
二
八
七
二
頁
。

(
お
)
『
元
史
』
巻
七
十
四
・
祭
杷
志
三
・
宗
廟
上
の
僚
、
一
八
三
六
頁
。

(
弘
〉
『
元
史
』
巻
二
十
九
・
泰
定
一
一
帝
本
紀
一

・
至
治
三
年
(
一
一
一
一
二
三
)

十
一
月
葵
丑
の
僚
(
六
四

O
頁
〉
に
「
曾
稿
院
に
殺
し
て
北
安
玉
那
木

宰
の
像
を
高
良
河
寺
に
奉
ぜ
し
む
」
と
あ
る
。

(
お
〉
『
元
史
』
巻
二
十
四
・
仁
宗
本
紀
一
・
至
大
四
年
(
一
一
一
一
一
一
)
五

月
丙
子
の
僚
、
五
四
二
頁
。
同
皇
陵
元
年
(
二
二
二
一
)
十
月
戊
子
の

係
、
五
五
三

l
五
五
四
頁
。
な
お
、
順
宗
と
い
う
廟
銃
は
、
兄
脅
カ
イ

シ
ャ
ン
が
即
位
直
後
の
一
一
一
一

O
七
年
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
(
『
元
史
』

巻
一
一
五
・
順
宗
侍
、
二
八
九
六
頁
)
。

(
お
〉
『
元
史
』
巻
二
十
九

・
泰
定
一
帝
本
紀
一

・
歪
治
三
年
〈

一
三
二
三
)

十
二
月
戊
辰
の
僚
、
六
四

O
頁
。
『
元
史
』
巻
七
十
四
・
祭
紀
士
山
三
・

宗
廟
上
、
一
八
三
九
頁
。
同
時
に
母
を
宣
燃
淑
聖
皇戸市
と
し
て
付
し
て

い
る
。

(
幻
)
『
元
史
』
径
二
十
九

・
泰
定
一
帝
本
紀
一

・
泰
定
元
年
(
二
二
二
四
)

二
月
丁
己
の
係
、
六
四
三
頁
。
問
、
泰
定
元
年
(
一
三
二
四
)
十
二
月

丙
寅
の
僚
、
六
五
ニ
頁
。
向
、
泰
定
二
年
(
一
三
二
五
)
正
月
甲
辰
の

僚
、
六
五
三
頁
。

(
お
)
杉
山
一
九
九
五
、
一

O
五
|
一

O
六
・
一
一
一
一
|
一
二

O
頁。

(
却
)
杉
山
一
九
九
五
、
一
四

O
頁
。

(

ω

)

『
元
史
』
巻
二
十
九
・
泰
定
脅
本
紀
て
六
三
七
頁
。
問
、
至
治
三

年
(
二
二
二
三
〉
九
月
笑
巳
の
僚
、
六
三
八
・
六
三
九
頁
。
杉
山
一
九

九
五
、
一
四

O
l
一
四
四
頁
。

(

4

)

『
元
史
』
巻
三
十
・
泰
定
帯
本
紀
二
、
泰
定
四
年
(
一
三
二
七
)
五

月
乙
卯
の
僚
、
六
七
九
頁
。
な
お
、
テ
ム

ル
が
死
去
し
た
の
は
二
ニ

O

六
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。

〈m
M

〉
『
元
史
』
巻
三
十
二
・
文
宗
本
紀
一

・
致
和
元
年
(
一
三
二
八
)
十

月
丁
巳
の
僚
、
七
一
七
頁
。
同
巻
七
十
四

・
祭
柁
志
三

・
宗
廟
上
、
一

八
四
一
頁
。
同
巻
七
十
五

・
祭
紀
士
山
四

・
紳
御
殿
の
僚
、
一
八
七
六

頁。

〈
円
相
)
『
一
充
史
』
巻
三
十
一
・
明
宗
本
紀
・
天
暦
二
年
(
一
一
一
一
一
一
九
)
十
二

月
乙
巳
、
天
暦
三
年
(
一
三
三

O
〉
一
二
月
壬
申
の
僚
、
七

O
一
頁
。

同

袋
三
十
三
・
文
宗
本
紀
二
・
天
暦
二
年
十
月
丙
申
の
係
、
七
四
二
頁
。

同
巻
三
十
四
・
文
宗
本
紀
三
・
至
順
元
年
(
ご
ニ
三

O
〉
一
二
月
壬
申
の

係
、
七
五
四
頁
。

(

H

H

)

エ
ル
テ
ム
ル
は
二
二
三
三
年
に
死
亡
す
る
(
元
・
馬
租
常
撰
『
石
田

先
生
文
集
』
巻
十
四
・
太
師
太
卒
王
定
策
元
勅
之
碑
、
元
人
文
集
珍
木

叢
刊
本
、
十
葉
表
)
。

(
必
)
『
元
史
』
径
三
十
八
・
順
一
一
帯
本
紀
一

・
元
統
元
年
(
一
一
一
一
一
一
一
一
二
)
十

月
庚
辰
の
僚
、
八
一
八
頁
。
問
、
十
一
月
辛
亥
の
係
、
八
一
八
頁
。
そ

の
紳
主
が
太
廟
に
杷
ら
れ
た
の
は
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
(
問
、
元
統
二

- 82-



年
(
一
三
三
四
)
四
月
己
卯
の
僚
、
八
一

一
一頁)。

(
必
)
『
元
史
』
径
四
十
・
順
一
帝
一
本
紀
三
・
至
元
六
年
(
一
三
四

O
)
二
月

己
亥
の
係
、
八
五
四
頁
。
同
巻
二
二
八
・
伯
顔
停
、
一
一
一
一
一
一
一
一
一
九
頁
。
同

各
四
十

・
順
一
帯
一
本
紀
三
・
至
元
六
年
(
一
三
四

O
〉
六
月
丙
申
の
係
、

八
五
六
|
八
五
七
頁
。
同
巻
七
十
四
・
祭
杷
士
山
三
・
宗
廟
上
、
一
八
四

一
一
具
。
杉
山
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ト
ゴ
ン
テ
ム
ル
の
出
し
た
設
令

文
に
は
、
ご
ニ
三
七
年
ま
で
は
先
例
と
し
て
ト
ク
テ
ム
ル
の
名
が
翠
げ

ら
れ
る
が
、
こ
の
一
三
四

O
年
を
挟
ん
で
=
ニ
四
一
年
以
降
は
ま
っ
た

く
見
え
な
く
な
る
(
杉
山
一
九
九
一

、

四
三
頁
〉
。
な
お
、
史
料
に
は

現
れ
な
い
が
、
同
時
に
大
承
天
護
霊
寺
に
安
置
さ
れ
た
ト
ク
テ
ム
ル
の

御
容
も
撤
去
さ
れ
た
と
考
え
て
大
過
あ
る
ま
い
。

(
幻
〉
『
元
史
』
巻
四
十
・
順
帯
本
紀
三
・
至
元
六
年
(
ご
二
四

O
)
十
月

甲
申
の
係
、
八
五
八
頁
。
向
、
至
正
元
年
(
二
三
四
一
〉
正
月
己
百
朔

の
係
、
八
五
九
頁
。

(
必
)
『
元
史
』
各
四
十
七
・
順
一
帝
本
紀
十

・
至
正
二
十
八
年
(
一
三
六

八
〉
六
月
甲
寅
の
僚
、
九
八
五
頁
。
同
巻
五
十
一
・
五
行
志
二
・
火
不

炎
上
・
至
正
二
十
八
年
六
月
甲
寅
の
係
、
一
一

O
一
頁。

(
必
〉
『
元
史
』
巻
四
十
七
・
順
帯
本
紀
十
・
至
正
二
十
八
年
(
二
二
六

八
)
閏
月
丙
寅
の
僚
、
八
月
庚
午
の
僚
、
九
八
五
頁
。

〈
印
)
杉
山

一
九
八
四
、
五
一
四
頁
。
な
お
、
杉
山
氏
は
具
髄
的
に
史
料
を

翠
げ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
別
に
筆
者
の
い
う
一
柳
御
殿
寺
に
閥
し
て
非

常
に
示
唆
に
富
ん
だ
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
(
杉
山
一
九
八
九
、
二
一

83 

-
二
ニ
頁
参
照
〉
。

(
民
)
前
註
(

4

)

参
照
。

(
臼
〉
『
元
史
』
巻
六

・
世
租
本
紀
三

・
至
元
六
年
十
二
月
己
丑
の
係
、

二
三
頁
、
参
照
。

(
日
〉
『
元
史
』
巻
九
・
世
租
本
紀
六

・
至
元
十
三
年
(
一
二
七
六
〉
九
月

壬
辰
朔
の
僚
(
一
八
三
頁
〉
に
は

「
園
師
盆
憐
員
に
命
じ
て
太
廟
に
僻

事
を
作
さ
し
む
」
と
あ
る
。
盆
憐
員
と
は

一
二
七
四
年
に
パ
ク
パ

腕
践

に
と
も
な
い
第
二
代
一
帝一
師
と
な
っ
た
リ
ン
チ
ェ

ン
ギ

ェ
ン
ツ
L

ン
で
あ

ろ
う
か
。
な
お
、
パ
ク
パ
が
死
亡
す
る
の
は

一
二
八

O
年
で
あ
り
、
こ

の
時
は
ま
だ
存
命
中
で
あ
る
。
ま
た
『
元
史
』
径
七
十
四
・
祭
紀
志

一一
一
・
宗
廟
上
(
一
八
三
三
頁
)
に
は
、
同
年
九
月
丙
申
に
太
廟
で
例
事

が
皐
行
さ
れ
た
と
あ
る
。

(
臼
)

『
元
史
』
各
七
十
四
・
祭
紀
三

・
宗
廟
上

・
紳
主
の
係
、
一
八
四
四

頁
、
参
照
。
さ
ら
に
翌
一
一
一
七

O
年
十
月
に
は
、
宗
廟
の
祭
-
柁
の
覗
文

は
、
園
字
す
な
わ
ち
パ
ク
パ
が
作
成
し
た
パ
ス
パ
文
字
に
よ
っ
て
書
く

よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
(
『
元
史
』
拳
七

・
世
組
本
紀
四

・
至
元
七
年

十
月
笑
酉
の
係
、
二
二
一

一貝。

コ
冗
史
』
巻
七
十
四

・
祭
杷
三
・

宗
廟

上
、
一
八
三
二
頁
〉
。
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theatresin the Yuan China. Many of the works had well-designed stories

and were popular in spite of their simplifies. Themes of the works are

mainly storiesof judgement especiallyon murder and inheritance dispute.

In other works, we find storiesof revenge upon powerful villain for the

unfortunate innocent or victim deceived｡

　　

Most of the works had ending that fair judgement was made by an

executive ｏ伍ｃｅｒ丘nally.He was ａ hero who was endowed with ultimate

authority by the emperor. This kind of conclusion pleased the audience

because the ｏ伍cersolved all the troubles,save the innocent criminal, and

finally declared the triumph of social justiceon stage. The audience did

not deny the ruling power and wished to getａ positionin the bureaucratic

hierarchy, though they hated the people who violated justice.　In these

most favoured entertainments, we can find as much politic-culturalvalue as

artisticaccomplishment｡

　　

The writers of scenario belonged to semi-intellectualclass,and some of

them even performed on stage themselves. Sometimes their names were

unknown. However, they knew the social problem in that time and were

able to understand the system of bureaucracy toａ certainｅχtent These

drama works had wonderful artisticform toｅχpresstheir thought.

　

SOME NOTES ON THE BUDDHIST TEMPLES IN

DADU大都THE CAPITAL OF THE YUAN DYNASTY

Nakamura Jun

　　

Buddhist temples were successively built in the capital,Dadu by the

Yuan Emperors. Some of these temples had Shenyudian 紳御殿, in

which the portraits of the builders,the Emperors and Empresses, were

placed.

　

All such temples had probably large structures in　Tibetan

Buddhistic style.

　　

In these temples which were built by Imperial edict,the Royal family

who had not ascended the throne were enshrined. ０ｎthe other hand, there

were the Emperors who had not been enshrined. These facts are nothing

but reflectionof politicalstrifesunrolled in successive reigns｡
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situationled to the rise of the Nationalist govern mer]t and the change of

Great Britain's policy in　China.

ON MA LIAN-YUAN'S 馬聯元“ＳＨＡＲＫＡｈ-ＬＡＴＡ'IF”

　　　　　　　　

Matsumoto Akiro

　　

Ma Lian-yuan (1841～1903) is well-known as one of the leading

spiritual leaders (ulema) in Yunnan　province in the end of the Qing

Dynasty.

　

He is famous for his great contribution to the reconstruction of

the Muslim community in Yunnan　province　which　was　disastrously

devastated after the unsuccessful Yunnan　Muslim rebellion against the

Qing Dynasty. Ma Lian-yuan's Muslim name is Nur al-yaqq which

signifies in Arabic “light of the Ｇｏｄ”. As ａ Muslim scholar, he wrote

many works in Arabic as well as in Persian. He also translated Chinese

classics about the Muslim in China into Arabic, and Arabic literature into

Classical Chinese.　　His χingli　Xiむeiｙａｎ性理微言is an Arabic translation

of Liu zhi 劉智'ｓ ７yにか77gが7zがf天方性理. The book χineli　ｗｅリα７１

contains the original tｅχtin Classical Chinese and its phrase translation

into Arabic, each phrase being juxtaposed. χ加gU ｗ晩yαがs Arabic title

is‘Lata'if.　Ma Lian-yuan wrote ａ detailed Arabic commentary on this

Latａ’if.

　　　

This Arabic commentary is entitled ‘Ｓｈａｒｈ　ａt-Ｌａｔｄ’if　ｉｎ

Arabic, and ‘Ｔｉａｎｆａｎｇ　ｘinｓli　ａｖｕｅｎ　ｚｈｕjie’天方性理阿文注解in Chinese.

This book was at first printed in Kanpur in India, where Ma Lian-yuan

died. In this paper, the theory of Unity of Being as well as that of Unity

of Love which　are　found　in Ma　Lian-yuan's Ｓｈａｒｈ　al-ｈａtｃＣｉｆ，or

Ｔｉａｎｆａｎｇエi？igli　ａｘｉむｅ７１ｚｈｕiie aｔｅ analyzed. Furthermore, the author also

discusses Liu Zhi's philosophy, ｅχactly the Chinese version of the theory of

Unity of Being on which Ma Lian･yuan's philosophic view of the world

was built.
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